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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第37期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第36期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（百万円） 5,980 5,747 23,436

経常利益（百万円） 914 830 3,261

四半期（当期）純利益（百万円） 715 335 2,847

純資産額（百万円） 3,550 4,521 5,056

総資産額（百万円） 29,651 28,753 30,527

１株当たり純資産額（円） 135.18 175.89 197.60

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 28.93 13.58 115.17

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － 115.17

自己資本比率（％） 11.3 15.1 16.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
601 △5 4,172

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△78 △57 △364

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△497 △479 △2,049

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 5,200 6,001 6,807

従業員数（人） 634 640 636

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第36期第１四半期連結累計（会計）期間及び第37期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

 

 

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 640     

 

(2）提出会社の状況

当社は純粋持株会社のため従業員はおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

  栄養補給食品等 9,074 108.5

合計 9,074 108.5

（注）１．金額は当社グループの販売価格（売上割戻高控除前）換算で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

   栄養補給食品等 5,747 96.1

合計 5,747 96.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　（１）業績の概況

　当第１四半期連結会計期間においては、高い失業率、不安定な経済情勢、USドル安、といった様々な問題に直面し

ました。

　当期の当社グループ売上高は、総売上高（前年同期比　2.5%減少）、純売上高（前年同期比　3.9％減少）ともに、

昨年に比べて減少する結果となりましたが、これは、為替変動の影響によるところが大きく、この影響を除けば、

総売上高は1.3％の増加、純売上高は0.2％の減少となります。このような厳しい経済環境の中で、当社としては、

新製品の開発、新規メンバーの開拓、セールスリーダーの育成に力を注いでまいりました。

　この結果、米国、日本以外での売上は、特に中国において増加しております。一方米国と日本では前年度に引き続

き景気停滞による消費者の買い控え傾向の影響が続いております。

　厳しい環境のもと、総売上高は10,072百万円（前年同期比2.5％減少）、純売上高（売上割戻差引後）5,747百万

円（前年同期比3.9％減少）となりました。

　また前年度に引き続き原価管理を徹底し、販管費の削減努力を継続してまいりましたが、営業利益は947百万円

（前年同期比10.7％減少）となりました。この減少の大部分は現金の移動を伴わない利益と為替変動の影響によ

るものです。なお前年度の営業利益は債務勘定整理益58百万円を含んでおります。この債務勘定整理益と為替変

動の影響を除くと前年同期比2.5％の減少となります。

経常利益は830百万円（前年同期比9.2％減少）となりました。しかしながら前年度の債務勘定整理益と為替変

動の影響を除くと前年同期比0.2％の減少となり、ほぼ横ばいとなりました。

  純利益は335百万円（前年同期比53.1％減少）となりました。なお前年度の債務勘定整理益、米国における退職

後医療費給付制度の変更による現金の移動を伴わない特別利益313百万円、及び当期における資産除去債務の会

計基準の適用による現金を伴わない特別損失114百万円と為替変動の影響を除くと前年同期比17.0％の減少とな

ります。

　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、現金及び預金が806百万円減少し、有形・無形固定資産が

償却等により909百万円減少しました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ1,774百万円の減少とな

りました。

　負債につきましては、未払費用、買掛金、未払法人税等が支払のタイミングにより減少したため前連結会計年度

末に比べ1,240百万円の減少となりました。

　純資産につきましては、当期純利益の計上により335百万円増加しましたが、配当金の支払いにより370百万円減

少しました。また、期末時点の為替の影響により、為替換算調整勘定が△499百万発生しました。これらの結果、純

資産は前連結会計年度末に比べ535百万円減少しました。　

　

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6,001百万円（前年同四半期末は5,200百万円）と

なり、前連結会計年度末より805百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりでありま

す。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益715百万円、減価償却費345百万

円、法人税等の支払い537百万円、未払費用の減少405百万円、仕入債務の減少165百万円等により、営業活動全体と

して５百万円の支出となりました（前年同四半期は601百万円の収入）。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、無形固定資産の取得による支出53百万円等により、投資活

動全体として57百万円（前年同四半期は78百万円）の支出となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払370百万円、リース債務の返済による支出108

万円等により、財務活動全体として479百万円（前年同四半期は497百万円）の支出となりました。

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　（４）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、107百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,920,000 25,920,000
　　大阪証券取引所

　（ＪＡＳＤＡＱ市場）
－

計 25,920,000 25,920,000 － －

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年８月１日からこの第１四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

１）旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定及び平成16年６月24日定時株主総会決議、平成17年６月29日定時株

主総会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年９月22日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 16,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 16,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,430

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月１日 

至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,430

715

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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②　平成16年11月30日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 100,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,343

新株予約権の行使期間
自　平成16年12月10日 

至　平成26年12月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,343

672

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③　平成17年６月30日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,050

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月８日

至　平成27年７月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,050

525

新株予約権の行使の条件

１）各新株予約権の一部は行使できないものとする。

２) 被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締

役、執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあること

を要する。

３）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整

します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、合併・会社分割を行う場合等、行使価格の調整事由が生じた場合にも、適切に調整します。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１/分割・併合の比率）
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２）会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

①　平成18年６月30日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,036,800

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,036,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,313

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,313

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、本

新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合

併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分

割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新

設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式

交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立す

る株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交付

されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
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第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。

調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付す

る株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを切

り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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②　平成18年６月30日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 247,430

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 247,430

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,071

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,071

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、

本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該

合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収

分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該

新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株

式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交

付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとす

る。 

 

EDINET提出書類

シャクリー・グローバル・グループ株式会社(E03105)

四半期報告書

12/33



 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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③　平成21年８月12日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 100,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 747

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月18日

至　平成31年８月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  747

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、

本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該

合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収

分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該

新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株

式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交

付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとす

る。 
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第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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④　平成22年２月９日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 50,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 598

新株予約権の行使期間
自　平成22年３月２日

至　平成32年３月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  598

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、

本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該

合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収

分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該

新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株

式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交

付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとす

る。 
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第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。

（注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整

します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、合併・会社分割を行う場合等、行使価格の調整事由が生じた場合にも、適切に調整します。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１/分割・併合の比率）

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成22年４月１日　

　～

平成22年６月30日　

　－ 25,920,000－　 1,296 　－ 　－
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（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　　－ － －

議決権制限株式（その他） 　　－ － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    1,202,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   24,585,000 24,585 －

単元未満株式 普通株式      133,000 － －

発行済株式総数 25,920,000 － －

総株主の議決権 － 24,585 －

 

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

シャクリー・グローバル

・グループ株式会社

東京都港区西麻布３

丁目２番６号
1,202,000 － 1,202,000 4.63

計 － 1,202,000 － 1,202,000 4.63

（注）第１四半期末現在の自己株式数は1,203,698株であります。　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 624 604 610

最低（円） 567 570 580

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,004 6,810

売掛金 1,876 2,008

商品及び製品 1,658 1,646

原材料及び貯蔵品 ※1
 1,147

※1
 1,281

その他 1,551 1,382

貸倒引当金 △65 △55

流動資産合計 12,172 13,073

固定資産

有形固定資産 ※2
 3,353

※2
 3,587

無形固定資産

のれん 6,691 7,156

商標 3,384 3,557

その他 807 845

無形固定資産合計 10,884 11,559

投資その他の資産

その他 2,345 2,308

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,343 2,306

固定資産合計 16,580 17,454

資産合計 28,753 30,527

負債の部

流動負債

買掛金 1,272 1,496

1年内返済予定の長期借入金 ※3
 1,034

※3
 1,047

1年以内のリース債務 474 469

未払売上割戻金 1,488 1,642

未払法人税等 334 518

未払費用 1,224 1,617

代理店研修会議費引当金 259 418

その他 994 760

流動負債合計 7,083 7,971

固定負債

長期借入金 ※3
 13,031

※3
 13,170

長期リース債務 2,381 2,558

退職給付引当金 852 881

役員退職慰労引当金 44 42

その他 839 847

固定負債合計 17,148 17,499

負債合計 24,231 25,471
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 5,721 5,756

自己株式 △973 △972

株主資本合計 6,044 6,080

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3 5

為替換算調整勘定 △1,700 △1,201

評価・換算差額等合計 △1,697 △1,196

新株予約権 174 172

純資産合計 4,521 5,056

負債純資産合計 28,753 30,527
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 5,980 5,747

売上原価 2,184 2,088

売上総利益 3,796 3,658

販売費及び一般管理費 ※1
 2,735

※1
 2,710

営業利益 1,061 947

営業外収益

受取利息 7 4

為替差益 30 27

その他 4 3

営業外収益合計 43 35

営業外費用

支払利息 159 134

その他 31 18

営業外費用合計 190 153

経常利益 914 830

特別利益

退職後医療費給付制度変更戻入益 313 －

特別利益合計 313 －

特別損失

固定資産除却損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 114

特別損失合計 0 114

税金等調整前四半期純利益 1,227 715

法人税等 512 380

四半期純利益 715 335
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,227 715

減価償却費 400 345

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 11

受取利息及び受取配当金 △8 △5

支払利息 159 134

為替差損益（△は益） △4 △6

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 －

デリバティブ評価損益（△は益） 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 114

売上債権の増減額（△は増加） 97 106

たな卸資産の増減額（△は増加） 244 13

仕入債務の増減額（△は減少） △296 △165

未払費用の増減額（△は減少） △418 △405

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △20 △151

退職給付引当金の増減額（△は減少） △305 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 2

その他 △79 △125

小計 997 588

利息及び配当金の受取額 8 5

利息の支払額 △66 △64

法人税等の支払額 △337 △537

法人税等の還付額 － 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 601 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8 △7

無形固定資産の取得による支出 △70 △53

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 4

長期性預金の預入れによる支出 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △78 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △370 △370

リース債務の返済による支出 △125 △108

自己株式の取得による支出 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △497 △479

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97 △262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71 △805

現金及び現金同等物の期首残高 5,271 6,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,200

※1
 6,001
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1百万円減少しており、税金等

調整前四半期純利益は、115百万円減少しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１. 原材料及び貯蔵品には仕掛品271百万円が含まれて

おります。

※１. 原材料及び貯蔵品には仕掛品325百万円が含まれて

おります。　　　　　　　　

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、4,118百万円であ

ります。

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、4,156百万円であ

ります。

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

投資有価証券 834百万円

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

投資有価証券 834百万円

　上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、連結貸借

対照表には計上されておりません。 

担保付債務は、次のとおりであります。  

１年内返済予定の長期借入

金

1,003百万円

長期借入金 12,996百万円

　上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、連結貸借

対照表には計上されておりません。 

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入

金

1,015百万円

長期借入金 13,133百万円

　４．特定融資枠契約

特定融資枠契約額 4,000百万円

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円

　４．特定融資枠契約

特定融資枠契約額 4,000百万円

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

代理店研修会議費引当金繰入額 84百万円

従業員給与・手当・賞与 924 

退職給付費用 51 

研究開発費 119 

代理店研修会議費引当金繰入額 89百万円

従業員給与・手当・賞与 833 

退職給付費用 34 

研究開発費 107 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

（百万円）

（平成22年６月30日現在）

（百万円）

　現金及び預金勘定 5,201

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1

　現金及び現金同等物 5,200

 

　現金及び預金勘定 6,004

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3

　現金及び現金同等物 6,001
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　25,920千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 1,203千株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　  174百万円

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月19日

取締役会
普通株式 370 15平成22年３月31日平成22年６月24日　利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

  当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載しておりま

す。　
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　当社グループは、栄養補給食品等以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他の
地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

　

売上高                         　

(1）外部顧客に対する売

上高
1,917 3,841 221 5,980 － 5,980　

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2 167 － 170 △170 － 　

計 1,920 4,009 221 6,151 △170 5,980　

営業利益（又は営業損失） 405 741 △37 1,109 △47 1,061　

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

      ２．各区分に属する主要な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

  　　　 （１）北米・・・・米国、カナダ、メキシコ

  　 　　（２）その他・・・マレーシア、台湾、中国

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 北米 その他の地域 計 　

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,841 221 4,063 　

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 5,980 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
64.2 3.7 67.9 　

　（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 （１）北米・・・・米国、カナダ、メキシコ

 （２）その他・・・マレーシア、台湾、中国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。

　当社グループは、主に栄養補給食品等を生産・販売しており、国内及び海外においては北米、アジア地域に

それぞれ現地法人を通じて事業活動を展開しております。

　グループの管理体制においては、日本、北米（米国、カナダ、メキシコ）、その他（マレーシア、台湾、中国等

アジア地域）の地域的区分において経営戦略、製品開発計画を立案し、業績評価を行っております。

　従って当社グループは、経営管理単位を基礎とし地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、栄養補給食品のほかパーソナルケア

製品及びホームケア製品を生産・販売しております。

　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント 　

その他
（注）１
　

合計
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上

額　

（注）３日本 北米 計

売上高      　 　

外部顧客への売上高 1,8373,4685,305 441 5,747 －　 5,747　
セグメント間の内部売上
高又は振替高

8 275 283 － 283△283　 －　

計 1,8453,7435,589 441 6,030△283　 5,747　

セグメント利益 432 584 1,016 63 1,080△132　 947　

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本以外のアジア地域

の現地法人の事業活動を含んでおります。　

２.セグメント利益の調整額△132百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。　

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

（追加情報）　

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　 １百万円

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 175.89円 １株当たり純資産額 197.60円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 28.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 13.58円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益（百万円） 715 335

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 715 335

期中平均株式数（千株） 24,723 24,717

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動が

あったものの概要

───── ─────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　平成22年５月19日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………370百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年６月24日

　（注）　平成22年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岸上　恵子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 室橋　陽二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　葉子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グロー

バル・グループ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月10日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 室橋　陽二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 相澤　範忠　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　葉子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グロー

バル・グループ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連結会

計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。
　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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